
伊 丹 市 育 児 支 援 家 庭 訪 問 事 業 実 施 要 綱  

 

 ( 目 的 )  

第 １ 条  こ の 事 業 は ， 児 童 の 養 育 に 係 る 支 援 が 必 要 で あ る に も か か  

わ ら ず ， 自 ら 支 援 を 求 め る こ と が 困 難 な 家 庭 に 対 し ， 当 該 家 庭 に  

過 重 な 負 担 が か か る 前 に 訪 問 に よ る 支 援 を 実 施 す る こ と に よ り ，  

当 該 家 庭 に お い て 安 定 し た 児 童 の 養 育 が 行 え る よ う に す る こ と を  

目 的 と す る 。  

 ( 支 援 対 象 )  

第 ２ 条  家 庭 訪 問 に よ る 育 児 支 援 （ 以 下 ｢ 育 児 支 援 ｣ と い う 。 ） の 対  

象 と な る 家 庭 （ 以 下 「 対 象 家 庭 」 と い う 。 ） は ， 他 の 子 育 て に 係  

る 支 援 を 受 け る こ と が 難 し い 次 に 掲 げ る 家 庭 の う ち ， 育 児 支 援 の  

効 果 が 期 待 で き る も の と す る 。  

１  養 育 者 の 育 児 ス ト レ ス ， 産 後 う つ 病 ， 育 児 ノ イ ロ ー ゼ ， 妊 娠 等  

に よ り ， 子 育 て に 対 し て 不 安 ， 孤 立 感 等 を 抱 え る 家 庭 又 は 児 童 に  

 対 す る 虐 待 の お そ れ の あ る 家 庭  

２  ひ き こ も り 等 の 養 育 上 の 問 題 を 抱 え て い る 家 庭  

３  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ７ 条 に 規 定 す る 児  

童 福 祉 施 設 を 退 所 し ， 又 は 同 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ  

り 里 親 に 委 託 さ れ た 期 間 が 終 了 し た 児 童 が い る 家 庭 の う ち ， 当 該  

児 童 の 自 立 に 向 け た 指 導 が 必 要 な 家 庭  

４  正 常 な 心 身 の 発 達 が 認 め ら れ な い ， 又 は 出 生 時 の 状 況 等 か ら 心  

身 の 正 常 な 発 達 に 関 し て 諸 問 題 を 有 し て い る 児 童 の う ち 、 今 後 の  

心 身 の 発 達 等 に 異 常 を き た す お そ れ が あ る 児 童 が い る 家 庭  

 ( 支 援 の 内 容 )  

第 ３ 条  育 児 支 援 は ， 次 に 掲 げ る も の の う ち 市 長 が 必 要 と 認 め る も  

の を 行 う 。  

１  家 事 等 の 援 助  

２  次 に 掲 げ る 育 児 に 係 る 相 談 等  

  ア  育 児 相 談  

  イ  母 子 保 健 法 ( 昭 和 4 0 年 法 律 第 1 4 1 号 ) 第 1 8 条 に 規 定 す る  

低 体 重 児 又 は 多 胎 の 場 合 の 乳 児 に 係 る 育 児 指 導 又 は 栄 養 指 導  

  ウ  養 育 者 に お け る 身 体 的 又 は 精 神 的 な 悩 み に 対 す る 相 談 又 は  

指 導  

  工  育 児 に 係 る 若 年 の 養 育 者 に 対 す る 相 談 又 は 指 導  

  オ  児 童 の 自 立 に 向 け た 養 育 相 談 又 は 養 育 指 導  

  カ  発 達 相 談  

 ( 関 係 機 関 及 び 要 保 護 児 童 対 策 調 整 機 関 の 役 割 )  

第 ４ 条  伊 丹 市 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 設 置 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 ３ 月

１ ０ 日 施 行 ） に 定 め る 関 係 機 関 （ 以 下 「 各 機 関 」 と い う 。 ） は ， 対

象 家 庭 及 び そ の 疑 い の あ る 家 庭 を 発 見 し た と き は ， 速 や か に 要 保 護

児 童 対 策 調 整 機 関 （ 児 童 福 祉 法 第 ２ ５ 条 の ２ 第 ４ 項 ） の 健 康 福 祉 部

生 活 支 援 室 こ ど も 福 祉 課 に 連 絡 す る も の と す る 。  

 

 （ 対 象 家 庭 の 決 定 ）  

第 ５ 条  前 条 の 連 絡 を 受 け た こ ど も 福 祉 課 は ， 育 児 支 援 の 必 要 性 ，  

今 後 の 支 援 方 針 ， 当 該 対 象 家 庭 に 与 え る 効 果 等 に つ い て 各 機 関 と  

協 議 し 決 定 す る も の と す る 。  

 



 （ ヘ ル パ ー 派 遣 サ ー ビ ス 承 諾 書 ）  

第 ６ 条  前 条 の 事 前 協 議 の 結 果 ， 市 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 は ， 対 象  

家 庭 に お け る 養 育 者 に 対 し ， 育 児 支 援 の 必 要 性 を 説 明 す る も の と  

す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 育 児 支 援 を 実  

施 す る と き は ， ヘ ル パ ー 派 遣 サ ー ビ ス 承 諾 書 （ 別 記 様 式 。 以 下 「  

承 諾 書 」 と い う 。 ） を 当 該 養 育 者 に 渡 す も の と す る 。  

 （ 事 業 の 実 施 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 の 承 諾 書 の 提 出 を 受 け た と き は ， 第 ３ 条 第 １  

号 を 行 う た め ， 育 児 ， 家 事 等 の 子 育 て 支 援 の 経 験 の あ る 者 を 派 遣  

す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 第 ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 支 援 を 行 う と き は ， 助 産 師 等  

を 派 遣 す る も の と す る 。  

 （ 事 業 の 委 託 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 前 条 第 1 項 に つ い て 派 遣 回 数 、 派 遣 時 間 数 、 サ ー  

ビ ス 内 容 の 決 定 を 除 き 事 業 所 に 委 託 す る こ と が で き る 。  

 （ そ の 他 の 事 項 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 健 康 福 祉 部 長 が 定 め る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る ｡  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る ｡  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る ｡  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る ｡  

   附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る ｡  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る ｡  

 

 

 

 

 

 



ヘルパー派遣サービス承諾書  

 

  年   月   日  

 

 

伊  丹  市  長   様  

 

住  所              

利 用 者 氏 名            

                電  話              

 

 

私 は 、 下 記 の 支 援 を 行 う ヘ ル パ ー の 派 遣 を 受 け る こ と を 承 諾 し ま す 。  

 

 

 

支 援 期 間  

 

 

 

 

支 援 内 容  

 

（ そ の 他 ）  

 


